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2　認証の申込について





相談及び、受付場所

審査方法（必要書類及びその部数に関しては手順書 3 を参照）
（1）認証審査委員会審査（学識経験者、水道事業者、供給者、工事事業者等）
・使用実績の無い、新材料を用いた製品。
・安全性が危惧される製品。

（2）事務局審査（品質管理課）
・基準適合性の判断が容易な製品。
・センターが認める諸規格に基づき製造された製品。

・認証登録に関わる権利譲渡。

※　上記審査を通らなかったもの、もしくは審査対象外のものは認証できません。

認証申込の取扱（申込区分）
（1）給水用具等

（2）認証要件

認証登録品の変更申込の範囲（必要書類及びその部数に関しては【手順書 3】を参照）
　認証登録品について、次のような場合は、所定の様式による変更申込が必要です。
①製品の材料や設計の変更
②製造設備・工程、品質確認方法、審査基準、性能項目の変更
③型式の追加
④認証登録証記載事項の変更（申込者、品質確認実施工場の名称並びに住所、品名
や型式略号など）

　なお、変更内容によっては、センター職員が工場調査や試験立会を実施し、その結果を
もって変更することとなります。

給水用具等の受付について

4

3

2

1

・他社の既認証登録品を自社ブランドで扱う製品（ＯＥＭ登録）等で、書面審査と判断し
た製品。

　センター、大阪支所品質管理課、埼玉検査事業所、神奈川検査事業所、愛知検査事業
所の窓口で受け付けます。

　認証の対象は、水道法施行令第5条第2項「給水装置の構造及び材質に関する省
令」に基づく基準【手順書 2】「表-1 給水用具等（基本基準）」と、日本水道協会規格
（JWWA）及びセンターが認めた団体規格に基づく基準【手順書 2】「表-2 給水用具等
（特別基準）」があります。

　上記の基準に加え、センターが申込品に対して必要と定めた構造、性能試験やその
試験条件があります。
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【不定期工場調査：2-7・8、6-28～31】
　消費者からの苦情や、試買検査結果・認
証品に重大な不適合が発見されたとき、予
告無しに工場調査ならびに基準への適合
性の確認を実施。

【定期工場調査：2-7・8、6-28～31】
　年1回、工場に予告して工場調査ならびに
基準への適合性の確認を実施。

認証品として、申込品の出荷・販売

・認証基本契約：6-1～5
・認証業務規程：6-6～12
・認証業務規程施行規則：6-13～27

申込者による認証品への認証マークの表示

　性能試験は審査基準による
・基本基準：5-7～18
・特別基準：製品規格による

　必要な場合は「認証審査委員会」におい
て審議。

【初回工場調査：2-7・8、6-28～31】
　自社検査方式において、自社検査工場
認定要件（6-30）への適合性を製造工場に
おいて立ち入り調査。

製品ロット検査

・認証の申込（記入例等）：3-1～43

最
終
審
査

登
録
・
契
約

【製品ロット検査：2-9・10、6-32～42】
　製品ロット検査方式において、申請数量ご
とにJIS Z 9015-1987（ISO 2859-1）に基づき
抜取検査を実施。

・申込品（もしくはサンプル品）の性能試験立会
・図面と申込品（もしくはサンプル品）の照合

初回工場調査

認証契約後、認証登録
（登録証の交付、ホームページ等で公表）

審査
（試験成績書等において、基準との適合性の審査）

契
約
後
の
流
れ

定期工場調査
不定期工場調査

認証申込書の受付

受
付

調
査

【製品ロット検査方式】【自社検査方式】

※上記審査を通らなかったもの、審査対象
外のものについては登録できません。

・審査基準の選択（基本基準、特別基準）
・検査方式の選択（自社検査、製品ロット検査）

給水用具等の業務フロー

申
込
品
の
相
談
・
説
明

1 認証審査委員会審査
　・新材料又は安全性が危惧されるもの

事
前
審
査

2 事務局審査
　・基準適合性の判断が容易なもの
　・書類審査のもの

　申込書の受付場所は、センター、大阪支
所品質管理課、埼玉、神奈川、愛知検査事
業所。
・手順書：2-1～6

　審査基準は、基本基準、特別基準のどち
らかを申込者が選択。
・基本基準：省令第14号、告示111号
・特別基準：製品規格による

　検査方式は、申込者が選択。
・自社検査：2-7・8、6-28～31
・製品ロット：2-9・10、6-32～42
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区
別
　
1
.性
能
項
目
　
2
.品
種
　
3
.構
造
　
4
.接
水
面
（
本
体
主
要
部
分
の
材
料
、
表
面
処
理
）

給 水 用 具給 水 管

1
.タ
ン
ク
式

2
.二
水
路
式
等
の
違
い

4
.食
器
洗
い
機

Ｂ
家
電
機
器
類

2
.ウ
ォ
ー
タ
ク
ー
ラ

3
.自
動
販
売
機

湯
沸
器
類

Ａ

1
.製
氷
機

2
.貯
湯
湯
沸
器

5
.そ
の
他
の
湯
沸
器

1
.押
し
上
げ
式

2
.落
し
込
み
式

4
.貯
蔵
湯
沸
器

1
.一
水
路

(先
止
め
、
元
止
め
)

2
.一
缶
二
水
路

3
.そ
の
他

1
.一
水
路

2
.一
缶
二
水
路

3
.そ
の
他

1
.一
水
路

2
.一
缶
二
水
路

1
.瞬
間
湯
沸
器

熱
源
別

1
.電
気

2
.ガ
ス

3
.油
だ
き

4
.太
陽
熱
利
用

5
.ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
で
の
熱
交
換

6
.そ
の
他

構
造
別

1
.給
湯
専
用

2
.セ
ミ
オ
ー
ト

3
.フ
ル
オ
ー
ト

複
合
管

（
金
属
＋
樹
脂
）

管
Ｈ

5
.解
凍
庫

3
.ふ
ろ
が
ま
付
湯
沸
器

管
Ｌ

申
込
区
分 中

金
属
管

合
成
樹
脂
管

大
符
号
管
Ａ
管
Ｂ
管
Ｃ

管
Ｇ
管
Ｋ
ポ
リ
ブ
テ
ン
管

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
管

管
Ｊ

管
Ｄ
管
Ｅ
管
Ｆ

波
状
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

製
品

材
料
区
分

鋼
管
＋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

架
橋
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

品
種

鋼
管

管
Ｉ

構
造
の
内
容
に
関
す
る
区
分

表
-
1
　
給
水
用
具
等
（
基
本
基
準
）

塩
化
ビ
ニ
ル
管

銅
管
ス
テ
ン
レ
ス
管

鋼
管
＋
塩
化
ビ
ニ
ル
管

そ
の
他
の
管
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大

逆
流
防
止
装
置

1
.材
料
別

青
銅
、
黄
銅
、
Ｆ
Ｃ
、
Ｆ

Ｃ
Ｄ
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
、
Ｓ
Ｃ
Ｓ
、

ゴ
ム
、
樹
脂
、
鉛
レ
ス

等 2
.製
造
方
法
別

鋳
造
、
鍛
造

3
.表
面
処
理
別

家
電
機
器
類

Ｂ Ｄ

4
.管
路
保
護
用
弁

1
.ス
プ
リ
ン
グ
式
　
2
.自
重
式
　
3
.そ
の
他

1
.大
気
圧
式
　
2
.圧
力
式
　
3
.そ
の
他

Ｆ

申
込
区
分 中

品
種

Ｃ
多
目
的
用
(足
の
本
数
で
区
分
)

※
ミ
キ
シ
ン
グ
バ
ル
ブ
等

8
.不
凍
給
水
栓

※
空
気
弁
・
吸
気
弁
・吸
排
気
弁
等

5
.水
位
制
御
用
弁

※
定
水
位
弁
・
フ
ロ
ー
ト
弁
等

製
品

材
料
区
分

符
号

9
.ス
チ
ー
ム
サ
ウ
ナ

8
.加
湿
器

1
0
.洗
浄
装
置
付
便
座

4
.そ
の
他
の
ボ
ー
ル
タ
ッ
プ

4
.そ
の
他
の
逆
流
防
止
装
置

※
電
磁
弁
等

2
.減
圧
式
逆
流
防
止
装
置

3
.バ
キ
ュ
ー
ム
ブ
レ
ー
カ

1
.単
水
栓

1
.手
動
式

2
.自
閉
式

3
.自
動
式
の
違
い

2
.湯
水
混
合
水
栓

3
.ハ
ン
ド
シ
ャ
ワ
ー
付
水
栓

構
造
の
内
容
に
関
す
る
区
分

8
.そ
の
他
の
弁

※
バ
タ
フ
ラ
イ
弁
・
定
流
量
弁
・
流
量
セ
ン
サ
ー
等

1
.圧
力
制
御
用
弁

※
減
圧
弁
・
逃
し
弁
・安
全
弁
等

※
仕
切
弁
・
玉
形
弁
・ボ
ー
ル
弁
・
止
水
栓
・
ア
ン
グ
ル
弁
等

2
.開
閉
制
御
用
弁

1
0
.そ
の
他
の
水
栓

3
.ボ
ー
ル
タ
ッ
プ
付
ロ
ー
タ
ン
ク

ボ
ー
ル
タ
ッ
プ
類

Ｅ
バ
ル
ブ
類

1
.逆
止
弁

1
.受
水
槽
用
ボ
ー
ル
タ
ッ
プ

3
.流
量
制
御
用
弁

水
栓
類

7
.温
水
暖
房
機

4
.ハ
ン
ド
シ
ャ
ワ
ー
専
用
水
栓

5
.浄
水
器
用
水
栓

7
.太
陽
熱
用
水
栓

6
.浄
水
器
一
体
型
水
栓

1
1
.そ
の
他
の
家
電
機
器

9
.不
凍
水
抜
栓

6
.温
度
制
御
用
弁

7
.電
磁
制
御
用
弁

6
.ゆ
で
麺
器

給 水 用 具
2
.ロ
ー
タ
ン
ク
用
ボ
ー
ル
タ
ッ
プ
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メ
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト
類

そ
の
他
（　
）

※
（
　
）
内
に
構
造
の
内
容
に
関
す
る

区
分
で
わ
け
て
記
入
す
る
。

配
管
ユ
ニ
ッ
ト

器
具
ユ
ニ
ッ
ト

浄
水
器

Ｚ

2
.メ
ー
タ
バ
イ
パ
ス
ユ
ニ
ッ
ト

設
備
ユ
ニ
ッ
ト

1
.ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
　
2
.給
湯
加
圧
装
置
　
3
.非
常
用
貯

水
槽
　
4
.蓄
圧
式
給
水
タ
ン
ク
　
5
.修
理
用
ク
ラ
ン
プ
　
6
.ス
ト

レ
ー
ナ
　
7
.そ
の
他

器
具
ユ
ニ
ッ
ト
（
　
）

※
（
　
）
内
に
構
造
の
内
容
に
関
す
る

区
分
で
わ
け
て
記
入
す
る
。

そ
の
他

器

1
.材
料
別

2
.製
造
方
法
別

3
.表
面
処
理
別

1
.流
し
台
　
2
.洗
面
台
　
3
.浴
槽
　
4
.大
便
器
　
5
.小
便
器
　
6
.

洗
髪
台
　
7
.シ
ャ
ワ
ー
タ
ワ
ー
　
8
.そ
の
他

ユ ニ ッ ト 製 品給 水 用 具大

器
具
ユ
ニ
ッ
ト
と
配
管
ユ
ニ
ッ
ト
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

設
備
ユ
ニ
ッ
ト

申
込
区
分

製
品

中
符
号

品
種

構
造
の
内
容
に
関
す
る
区
分

材
料
区
分

Ｇ

1
.一
般

2
.伸
縮
・
可
と
う

3
.波
状
・
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

4
.そ
の
他
(絶
縁
・
全
方
向
回
転
)

※
た
だ
し
、
継
手
の
延
長
は
3
ｍ
以
内
と
し
、
両
端
の
接
合
方

式
が
異
な
る
場
合
は
申
込
者
の
選
択
で
い
ず
れ
か
一
方
で

区
分
す
る
。

洗
浄
弁

2
.給
水
栓
付
水
栓
柱

※
塩
ビ
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管
と
塩
ビ
管
は
同
一
グ
ル
ー
プ
と
す

る
。

Ｈ Ｊ

1
.気
体
封
入
式
　
2
.機
械
式
　
3
.そ
の
他

水
撃
防
止
器

Ｉ
水
撃
防
止
器

2
.大
便
器

1
.材
料
別

2
.製
造
方
法
別

3
.表
面
処
理
別

1
.手
動
式

2
.自
動
式
等
の
違
い

1
.小
便
器

Ｍ Ｗ

※
バ
イ
パ
ス
付

活
性
炭
、
活
性
炭
＋
中
空
糸
膜
等
の
濾
材
別

※
浄
水
器
Ⅰ
型
の
材
料
区
分
は
、
本
体
耐
圧
部
分
の
み
と

す
る
。

1
.パ
ネ
ル
等
に
給
水
管
を
組
立
固
定
し
た
も
の

2
.継
手
と
管
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

3
.そ
の
他

配
管
ユ
ニ
ッ
ト

配 設

水
栓
柱

1
.ね
じ
込
み
接
合
形
継
手

※
管
に
対
し
ね
じ
接
合

2
.締
め
付
け
接
合
形
継
手

※
管
に
対
し
締
め
付
け
て
接
合

継
手
類

3
.そ
の
他
の
接
合
形
継
手

※
フ
ラ
ン
ジ
・
接
着
・
溶
接
・
溶
着
等

1
.水
栓
柱

2
.浄
水
器
Ⅱ
型

(浄
水
器
用
水
栓
と
の
組
み
合
わ
せ
)

1
.浄
水
器
Ⅰ
型

1
.メ
ー
タ
ユ
ニ
ッ
ト

1
.材
料
別

2
.製
造
方
法
別

3
.表
面
処
理
別
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区
別
　
1
.品
種
（
適
用
規
格
）
　
2
.呼
び
径

2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

JW
W
A
 K
 1
4
1

ユ ニ ッ ト

製 品給 水 用 具

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0
,7
5

JW
W
A
 B
 1
4
0

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0

2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0
,7
5

給 水 管

JW
W
A
 B
 1
3
0

水
道
用
直
結
加
圧
形
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト

不
凍
栓
（
不
凍
給
水
栓
、
不
凍
水
抜
栓
、
不
凍
水
栓
柱
、
不

凍
バ
ル
ブ
含
む
）

水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
粉
体
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

水
道
用
耐
熱
性
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

水
道
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
継
手

JW
W
A
 B
 1
1
6

JW
W
A
 S
 1
0
2

水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
金
属
継
手

水
道
用
銅
管
継
手

水
道
用
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管
用
管
端
防
食
形
継
手

水
道
用
耐
熱
性
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管
用
管
端

防
食
形
水
道
用
継
手

JW
W
A
 K
 1
4
0

JV
 1
0

（
社
）
日
本
バ
ル
ブ
工
業
会

水
道
用
波
状
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

水
道
用
逆
流
防
止
弁

水
道
用
止
水
栓

特
Ｗ

浄
水
器

設
備
ユ
ニ
ッ
ト

特
設

浄
水
器
Ⅰ
形
、
浄
水
器
Ⅱ
形

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

水
栓
類

金
属
管

複
合
管

特
管
Ｂ

特
管
Ｈ

特
管
Ｃ

特
管
Ｊ

特
管
Ｉ

申
込
区
分

製
品

中
符
号

呼
び
径
(㎜
)

適
用
規
格

大
品
種

特
Ｃ

JW
W
A
 G
 1
1
5

バ
ル
ブ
類

水
道
用
銅
管

水
道
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

特
Ｅ
水
道
用
ス
テ
ン
レ
ス
製
ボ
ー
ル
止
水
栓

JW
W
A
 G
 1
1
9

JW
W
A
 K
 1
1
6

JW
W
A
 K
 1
3
2

1
5
,2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0

1
0
,1
5
,2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0

JW
W
A
 H
 1
0
2

1
0
,1
5
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

1
5
,2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0

1
5
,2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

1
3
,2
0
,2
5
,3
0
,4
0
,5
0

1
5
,2
0
,2
5
,3
2
,4
0
,5
0

JW
W
A
 H
 1
0
1

JW
W
A
 B
 1
0
8

表
-
2
　
給
水
用
具
等
（
特
別
基
準
）

JW
W
A
 K
 1
5
0

特
Ｇ

継
手
類

水
道
用
減
圧
式
逆
流
防
止
器

逆
流
防
止
装
置

JW
W
A
 B
 1
2
9

JW
W
A
 B
 1
3
4

JW
W
A
 G
 1
1
6

特
Ｆ
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適合

不適合

有 有

無

※資機材薬品等は製品ロット検査方式はなし
（備考）

定期工場調査のサンプル検査（１個）が不適合だった場合

不定期工場調査のサンプル検査（在庫品のなみ検査）が不適合だった場合

※資機材薬品等は製品ロット検査方式はなし

定期工場調査（年１回）

工場再調査

　自社検査方式を承認された工場は、毎年4月、7月、10月、1月の各月の10日までに前3ヶ月間
の認証品に使用した品質認証マークを品質認証マーク使用状況報告書（給水用具：様式2-2、
資機材・薬品等：様式2-2-1）に記入し、センターへ報告します。

不適合

マーク使用停止

自社検査中止
・ロット社内全数検査
・出荷品追跡調査

・自社検査停止
・マーク使用停止
・マーク除去

自社検査方式（工場調査）フロー

不定期工場調査

･工場に予告して調査

・工場に予告なしで立入り調査
適合不適合

・ロット社内全数検査
・出荷品追跡調査

自社検査中止

製品ロット検査方式へ変更※

無

製品ロット検査方式※

工場調査時のサンプル検査について

・ロット社内全数検査

・再試験３個
（資機材・薬品等は１試料以上）

不適合
製品ロット検査方式※

認証品に重大な不適合が発見
消費者及び水道事業等からの苦情

適合

自社検査方式の希望

初回工場調査
･工場に予告して調査

・サンプル検査
（在庫品、なみ検査）
（資機材・薬品等は１試料以上）

適合

自社検査工場登録
認証マークの表示

不適合

・サンプル検査（１個）
（資機材・薬品等は１試料以上）

期限内
改善

期限内
改善
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合
計

様
式
2
-
2
　
（
品
質
確
認
規
則
第
4
条
）

認
証
品
の
品
名

下
記
の
と
お
り
認
証
マ
ー
ク
を
使
用
し
ま
し
た
。

認
証
登
録
番
号

平
成

※
マ
ー
ク
使
用
数
量
が
0枚
の
場
合
も
自
社
検
査
数
量
を
ご
記
入
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

年

呼
び
径

品
質
認
証
マ
ー
ク
使
用
状
況
報
告
書

月
分

月
 ～

自
社
検
査
数
量
基
本
認
証
用
マ
ー
ク
使
用
数

品
質

確
認

成
績

契
約

者
名

自
社
検
査
工
場
名

品
質
管
理
責
任
者

印

備
考

特
別
認
証
用
マ
ー
ク
使
用
数

： ： ：

社
団
法
人
日
本
水
道
協
会

品
質
認
証
セ
ン
タ
ー
様

製
造
年

品
種

コ
ー
ド

番
号
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適合 不適合

適合

（備考）

・連続5ロット以内に2ロットが不合格

・連続5ロット合格

ＩＳＯ 2859-1（計数調整型抜取検査の１回抜取検査方式）、ＪＩＳ Ｚ 9015：1987

（備考）
　一旦、不合格となり再提出されたロットの検査結果は、切替手順から一切除外します。

製品ロット検査方式の希望

製品ロット検査方式フロー

なみ検査 ゆるい検査

認証登録（登録証の交付、ホームページでの公表等）

ロット構成ごとに所管の事業所、駐在へ品質確認（抜取検査）の申込
・製品ロット検査方式品質確認申込書（様式2-1）

不適合

再検査
（製品ロット検査の再受検）

　連続生産については、3ヶ月の期限内に生産される10,000個までをロットの数量とし、
その期限に達した日には生産数量の確認を行います。

　　検査申込者による全数検査
（不適合品を取り除き、再度ロットを
構成）

製品ロット検査
・最初はなみ検査

（検査の切換えは下記参照）

認証マークの表示

・1ロットでも不合格
・1ロットでも条件付合格（特別基準
のみ）となった場合

・連続10ロットが合格

・きつい検査のもとで不合格ロットの
累計が5に達した

きびしさの切替え手順について

全数検査 きつい検査

・連続10ロットの不良率が0.5％以下
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月
年

平
成

備
考

日

様
式
2-
1　
（品
質
確
認
規
則
第
３
条
）

社
団
法
人
日
本
水
道
協
会

品
質
認
証
セ
ン
タ
ー
様

認
証
登
録
番
号

下
記
の
と
お
り
品
質
確
認
を
申
し
込
み
ま
す
。

認
証
品
の
品
名

呼
び
径

製
品
ロ
ッ
ト
検
査
方
式
品
質
確
認
申
込
書

数
量

品
質
確
認
数
量

単
位
質
量

合
計
質
量

契
約

者
名

品
質
確
認
実
施
工
場

品
質
確
認

予
定
月
日

： ：
印
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認証に係る費用は下表の通りとなります。

【費用項目別説明】
① 認証申込み、更新、変更等の際の受付事務に要する費用
同一内容の変更が同時に申し込みされた場合、受付手数料は一括して20,000円です。

② 申込みの審査、型式又は略号の追加があったときの認証審査に要する費用
③ 認証登録簿掲載、交付及び公表などに要する費用
(認証契約更新に伴う認証登録の維持に要する費用)

④ 認証登録証の書き換えに要する費用
⑤ 工場調査に要する費用
⑥製品ロット検査方式において品質確認に要する費用
規定する単価×検査数量（質量）

⑦ 川口試験所の施設を利用した場合に要する費用
⑧ 性能試験の確認に伴いセンター職員の立会に要する費用
⑨ 認証マークの除去及び破砕処理の確認に要する費用
⑩ 登録証の紛失等の事由により登録証の再発行に要する費用

ただし、一回の製品ロット検査手数料が１回最低保証検査手数料の額に満たない場合、
一回最低検査保証手数料を適用します。（生産数量の確認を含む）

2時間まで
　150,000円
超過1時間毎
　20,000円 加算

2時間まで
　75,000円
超過1時間毎
　10,000円 加算

年度途中で自社検査方式から製品ロット検査方式へ変更する場合、登録料は請求しな
い（ただし、差額の返金は行わない）。また、年度途中で製品ロット検査方式から自社検
査方式へ変更する場合、登録料の差額を請求します。

質量で製品ロット検査手数料を算定するときは、検査数量に規格の質量を乗じ、㎏以下
1桁を四捨五入し整数に丸めます。

⑦施設使用料

⑧試験立会料

⑨認証マーク除去及び
製品廃棄確認料

⑩登録証再発行手数料

一回最低保証検査手数料
24,000円

⑥製品ロット検査手数料

①受付手数料 20,000円/1申込

②認証審査料
（追加数による）

③登録料
（登録維持料）

基本基準
　500,000円/1申込
特別基準
　600,000円/1申込

資機材等及び薬品等の
自社検査方式

製品ロット検査方式

10,000円/1申込

技術的基準又は
特別基準
　500,000円/1申込

基本基準
　100,000円/1申込
特別基準
　120,000円/1申込

70,000円/1申込　　以下1製品追加毎 5,000円 加算

給水用具の特別基準は上記金額の2割増

費用項目
給水用具等の
自社検査方式

また、上記計算によって求めた金額に1円未満の端数が発生した場合は、端数を切り捨
てます。

表-3　費用表

5,000円

④登録事項変更手数料

50,000円/日
50,000円/日/1箇所

30,000円/日/1箇所

⑤工場調査料
・初回工場調査
・定期工場調査
・不定期工場調査

検査方式

2-11


